
新型コロナウイルス感染症に対する学生・教職員の行動について

【１】学生・教職員に風邪・発熱等の症状がある時

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等
の強い症状のいずれかがある場合。

・重症化しやすい方（※高齢者や基礎疾患がある人）で発
熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。

・上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が4日以上
続く場合

症状の軽快後、解熱剤
等を使用せず、3日経
過している場合

登校・出勤しても
構いません

帰国者・接触者相談
センターへ連絡

指定医療機関受診
の指示あり

診 断
学生は保健室、
教職員は人事部

へ連絡
指定医療機関

受診

指定医療機関受診
の指示なし

かかりつけ医
受診 回復（治癒）

症状に変化なし

登校・出勤しても
構いません

登校・出勤しても
構いません

（更新 10/6）〔別 紙〕

軽い発熱等の
症状がある
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上記のように入構禁止となった間の授業欠席は、所定の手続き
を行うことにより、出席扱い（公欠）となります。

※治癒までの期間
入構禁止とする

※治癒までの期間
入構禁止とする

【入構禁止】
学生は保健室
教職員は人事部へ連絡



本人が濃厚接触者
と特定された場合

帰国者・接触者相談
センターへ連絡

指定医療機関受診
の指示あり

【１】前頁の

から同じ手順で
行動してください

指定医療機関受診
の指示なし

自宅待機
の指示なし

登校・出勤しても
構いません

自宅待機
の指示あり

学生は保健室、教職員は人事部へ連絡のうえ、
指示された期間自宅待機

風邪・発熱等の
症状なし

風邪・発熱等の
症状あり

【１】前頁の

と同じ手順で
行動してください

自宅待機期間終了

登校・出勤しても
構いません

学生は保健室、
教職員は人事部へ連絡

３

１

２

３

４

５

【入構禁止】

※同居している方などが
PCR検査で陰性、且つ濃厚
接触者と特定されてから14
日経過しており、学生本人
に発熱や咳等の症状がない
場合は登校・出勤して構い
ません。

濃厚接触者と
濃厚接触した疑い
（※同居者などが濃厚

接触者と特定され
た場合等）

※自宅待機の期間
入構禁止とする

【２】学生・教職員が保健所等から「濃厚接触者と特定」された時、
または「濃厚接触者と濃厚接触」した疑いがある時

学生は保健室
教職員は人事部へ連絡



【３】学生・教職員が海外から帰国した時

入 国 検 疫 隔離・停留

14日間の
自宅待機

登校・出勤しても
構いません

【１】
と同じ手順で
行動してください

風邪・発熱等の
症状なし

風邪・発熱等の
症状あり

学生または教職員の同居者が海外から帰国し、検疫所で陽性と判明した場合は、学生また
は教職員は、上記【２】と同様の行動をお願いします。なお同居者が陰性となって、自宅
待機を要請されている場合、念のため学生または教職員は14日間の経過観察（自宅待機は
要請しない）をして下さい。また、帰国した同居者が自宅待機中に症状がでて、検査の結
果、感染していることが判明した場合は、学生または教職員は上記【２】と同様の行動を
お願いします。経過観察中に学生または教職員に症状がでた場合は、上記【１】と同様の
行動をお願いします。

学生は保健室、
教職員は人事部

へ連絡

学生は保健室、
教職員は人事部

へ連絡
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【入構禁止】
※自宅待機の期間
入構禁止とする
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